次期世田谷区障害施策推進計画（令和9年度～令和11年度）への一次意見資料1－2（参考）


世田谷区自立支援協議会　会長　鈴木敏彦

1. 意見提出にあたって
世田谷区自立支援協議会では、意見提出にあたり、5つのエリア協議会（世田谷、北沢、玉川、砧、烏山）と3つの部会（地域移行部会、虐待防止・差別解消・権利擁護部会、子ども部会）にて個別課題等から地域課題を検討し、下記のような取り組みが必要であるという認識に至り提出いたします。下記の助言・提言の他、別紙にて具体的な「あったら良い資源」を参考資料として添付いたします。

2. 意見
（1） 居場所
· 障害、高齢、子ども、若者の垣根なく、誰もが安心して集え、互いに支えあうことができる居場所づくりのサポート（経費・ネットワークづくり等）に必要な事業や制度設計を行い、居場所がどこであれ本人が安心できる場を増やしていく地域を目指す。

（2） 金銭管理
· 利用される方、それを支える関係者にとって分かりやすく、安心して利用できる金銭管理事業の創設または既存制度の拡充、柔軟な利用を推進する。利用者、支援者双方の権利擁護が成立した仕組みの構築のある地域を目指す。

（3） 住まい
· 障害者に住宅を提供するオーナーや借りる人にも配慮があって、障害があっても地域の一員として暮らし続けることができる地域を目指す
· 障害のある方と近隣住民がお互いを理解し合えるよう、関係をつなぐ支援者や場所を多く作り、顔の見える地域づくりを目指す

（4） 制度について
· 日常生活で困っている障害者のニーズを「制度の型にはまったもの」だけで判断するのではなく「本人の意志や希望・状態像」を尊重し、暫定的にでも支援を受けられる地域を目指す。
· ピア（当事者）活動が地域にとってどのようなニーズがあるのかを把握して、ピア活動が浸透していくような地域を目指す。

（5） 情報について
· 当事者、家族、関係機関など、すべての人がそれぞれに必要な情報に”つながる”（気づける、アクセスできる、理解できる、活用できる）ことができる地域を目指す。
· 制度の枠にとらわれず寄り添える支援者（地域住民・ピア・民間団体など）が協働できるネットワークをつくり、情報共有することで困っている人と確実につながる地域を目指す。

（6） 権利擁護・差別解消
· 障害のある方にとっても重大な不利益が生じない限りは、失敗を経験し、そこから学ぶ機会を保障された地域を目指す。
· 障害のあるなしに関わらず、互いのことを理解する機会を増やし、互いを認め合い、支え合うことのできる地域づくりを目指す。

（7） 包括的支援
· 一人一人異なる希望やニーズを理解し、多職種で連携して、支援できる地域を目指す。
· 福祉や地域のことを理解している医療関係者と医療のことを理解している福祉関係者がいて、お互いの立場や役割を理解し、連携できる地域を目指す。

（8） 発達障害
· 制度のはざまに置かれる発達障害者（児）や生きづらさを抱えた方が、それぞれの個性を発揮しながら活躍できる場の提供と、その活動を全員で支える地域を目指す。
· 当事者、家族、医療、教育、福祉、障害者雇用をしている企業等の輪が垣根なく繋がり、誰でも気軽に情報収集できたり、相談が受けられたりする地域を目指す。

3. 提出日　　令和7年12月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
